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１．カーボンニュートラルについて
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カーボンニュートラルとは何か

日本が目指す「カーボンニュートラル」は、CO2に限らず、メタン、
N2O（一酸化二窒素）、フロンガスを含む「温室効果ガス」が対象

 2020年10月菅総理所信表明演説 「我が国は、2050年までに、温室効果ガスの排出
を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指
すことを、ここに宣言いたします」
「温室効果ガス」排出量のうち、約85%を占めるエネルギー起源CO2の削減が
特に重要。

引用：資源エネルギー庁スペシャルコンテンツ 3



■「吸収」・「除去」（例）
・植林を進めることにより、光合成に使われる大気中のCO2の吸収量を増やす
ことが考えられる。

・CO2を回収して貯留する「CCS」の利用も考えられる。
→「Carbon dioxide Capture and Storage」の略で、日本語では「二酸化
炭素回収・貯留」技術と呼ばれている。発電所や化学工場などから排出された
CO2を、ほかの気体から分離して集め、地中深くに貯留・圧入するというもの。

 2020年10月菅総理所信表明演説 「我が国は、2050年までに、温室効果ガスの排出
を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目
指すことを、ここに宣言いたします」
温室効果ガスの大幅削減に取り組んでも「排出」せざるを得なかった量を、
「吸収」・「除去」することで、差し引きゼロ、正味ゼロ（ネットゼロ）を目指すことが、
「カーボンニュートラル」の「ニュートラル（中立）」の意味するところ。

カーボンニュートラルとは何か

引用：資源エネルギー庁スペシャルコンテンツ 4



2050年カーボンニュートラルの実現

CO2回収・再利用
の最大限活用

民生
1.1億トン

産業
3.0億トン

運輸
2.0億トン

非
電
力

電
力 4.5億トン

3.6億トン

民生
0.9億トン

産業
3.3億トン

運輸
1.5億トン

※数値はエネルギー起源CO2

炭
素

除
去

電力需要
＝30～50％増

化石燃料

水素、メタネーション、合成燃料、バイオマス

電化

脱炭素電源
再エネ
原子力

火力＋CCUS/ｶｰﾎﾞﾝﾘｻｲｸﾙ
水素・アンモニア

植林、
DACCSなど

（50～60％）

（30～40％）

（10％）

2018年
10.6億トン

2030年ミックス
9.3億トン（▲25%）

2050年
排出＋吸収で実質0トン

（▲100%）
（今後議論を深めていくための参考値。今後、

以下に限定せず複数のシナリオ分析を行う）

58％

42％
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カーボンニュートラル実現に向けた取組の方向性
 2050年カーボンニュートラルは社会的要請である一方、自分事にしにくい
 カーボンニュートラルの実現に向けては、国全体のインフラ整備の取組（エネルギー供給

側）とともに、エネルギー消費者の着実な取組（エネルギー需要側）が必須
 具体的には、 ①徹底した省エネを進めるとともに、既存エネルギーの②非化石化（再エ
ネ導入等）や③エネルギー転換（ガス化・電化等）など既存技術の積み重ねが重要

残存するCO2
吸収・除去

化石エネルギー85％

１5％

徹底した省エネ
非化石エネルギーを含む
全使用エネルギーの削減

再エネの導入
非化石エネルギーの拡大

太陽光・太陽熱
バイオマス・水力・原子力等

現在 2030 2050
（出典）総合資源エネルギー調査会基本政策分科会（第40回）配付資料 を参考に作成

一
次
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
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２．カーボンニュートラルを巡る国内外の動向
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パリ協定・国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
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世界各国の動向
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カーボンニュートラルを巡る動向
①政府の動き
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地球温暖化対策推進法の改正
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エネルギー・産業政策
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出典：第４回産業構造審議会グリーンイノベーションプロジェクト部会 資料

https://www.meti.go.jp/press/2021/06/20210618005/20210618005.html
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グリーン成長戦略（重点技術分野別の「工程表」の例）
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カーボンニュートラルを巡る動向
②産業の動き
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産業界の動向
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カーボンニュートラル宣言企業

出典：世界全体でのカーボンニュートラル実現のための経済的手法等のあり方に関する研究会 中間整理（令和３年８月） 17



サプライチェーン全体での脱炭素化に向けた取引慣行の変化
 サプライチェーン全体の脱炭素化は、出荷段階まで、さらには使用・廃棄段階までと、脱炭素化が

要請される対象が拡大している。

 産業部門では、調達エネルギーの低炭素化に着手がなされているが、自社削減、上流・下流での
低炭素化（サプライチェーン排出）にも取り組む動きが出始めている。

出典：世界全体でのカーボンニュートラル実現のための経済的手法等のあり方に関する研究会 中間整理（令和３年８月） 18
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環境省：脱炭素経営推進ガイドブック
 企業の脱炭素経営を推進するために、①TCFDを活用した経営戦略立案 ②SBT達
成に向けたGHG排出削減計画策定、③中小規模事業者のための脱炭素経営につい
てガイドブックを策定

http://www.env.go.jp/earth/datsutansokeiei.html
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金融機関の動き
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3．令和４年度概算要求
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3．令和４年度概算要求
①省エネ関連
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（1）エネルギーの有用性と有限性
人間のあらゆる活動において、電気や熱などのエネルギーは不可欠で

す。日本は、一次エネルギー供給の約90%を占める化石燃料の約99%
を海外に依存しており、エネルギーセキュリティの観点からも省エネは
重要といえます。

（2）地球温暖化問題への対応の切り札
我が国は2016年に発効したパリ協定のもとで、温室効果ガスを2030

年度には、2013年度比で46%削減することを目指しています。
加えて2020年10月に菅総理が2050年までに温室効果ガスの排出を全

体としてゼロにする「カーボンニュートラル」を目指す旨を表明されま
した。

（3）経済価値の創出
省エネは、経済的なメリットも生み出しており、様々な商品やサービ

スが省エネの観点から開発・実用化されています。生産やサービス活動
におけるコストの低減のみならず、生産プロセスの短縮化や生産方法の
改善などを通じて生産性向上や競争力向上につながります。

省エネの役割・重要性
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省エネによって浮いたコストは売上げいらずの利益となります。
一度省エネを行えば、その効果は何年も続きます。

コストの削減

省エネのメリット
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(A)先進事業 (B)オーダーメイド型事業 (C)指定設備導入事業 (D)エネマネ事業

資源エネルギー庁で設置された
「先進的な省エネ技術等に係る
技術評価委員会」で検討した審
査項目に則り、外部審査委員会
で審査・採択した「先進設備・シ
ステム」を導入する事業

機械設計が伴う設備又は事業
者の使用目的や用途に合わせて
設計・製造する設備等（オーダー
メイド型設備）を導入する事業

公募要領で予め定めたエネル
ギー消費効率等の基準を満た
し、補助対象設備として登録
及び公表した指定設備を導入
する事業

エネマネ事業者と「エネルギー
管理支援サービス」を契約し
EMS制御等により省エネを図
る事業
※(A)～(C) の設備導入事業と

の組み合わせも可能

【参考】令和３年度先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金

○各事業区分の概要

 従来の「工場・事業場単位」、「設備単位」の区分を廃止し、以下の区分に刷新。
先進事業：外部審査委員会にて審査・事前登録された先進的な省エネ設備(先進設備・システム)の導入を重点支援。
オーダーメイド型事業：機械設計を伴う設備又は事業者の使用目的に合わせて設計・製造する設備等を対象に支援。
指定設備導入事業：汎用的な指定の設備（ユーティリティ設備・生産設備）について設備種別・性能（能力等）

毎に設定する定額を補助。
 大企業については省エネ法Sクラス事業者（※） or 2030年度（目標年度）にベンチマーク目標達成見込み

のある事業者に限定。 （※）令和３年度事業においては、令和2年度に提出した定期報告書に基づく評価で判断するものとする。

 令和３年度の公募期間は、令和3年5月26日（水）～令和3年6月30日（水）
交付決定は、令和3年8月下旬を予定しており、事業完了は、令和4年1月31日（月）まで

令和３年度予算額：325.0億円

（導入予定の設備がどの事業で補助対象となるかを確認）
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【参考】先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金（各事業区分概要）

(A)先進事業 (B)オーダーメイド型事業 (C)指定設備導入事業 (D)エネマネ事業

SIIがホームページで先進設備・
システムとして公表した補助対象
設備
※82の先進設備・システムについて、

メーカー名と型番を公表

機械設計を伴う設備又は事業
者の使用目的に合わせて設計・
製造する設備等であって、設計
図書等の納品物があるもの

SIIが予め定めたエネルギー消
費効率等の基準を満たし、SII
が補助対象設備として登録及
び公表したもの
※74,610の設備を指定。メーカー

名や製品名、型番等を公表

SIIが補助対象設備として公
表したエネルギーマネジメント
システム

○補助対象設備

(A)先進事業プラスティック買おう器
械 (B)オーダーメイド型事業 (C)指定設備導入事業 (D)エネマネ事業

申請単位において、原油換算量
ベースで以下のいずれかの要件を
満たす事業

①省エネ率:30%以上
②省エネ量:1,000kl以上
③エネルギー消費原単位改善率

:15%以上※

申請単位において、原油換算
量ベースで、以下いずれかの要
件を満たす事業

①省エネ率:10％以上
②省エネ量:700kl以上
③エネルギー消費原単位改善率

:7％以上※

公募要領で予め定めたエネル
ギー消費効率等の基準を満たす
設備を導入する事業
＜ユーティリティ設備＞
①高効率空調 ⑥変圧器
②産業用ヒートポンプ ⑦低炭素工業炉
③業務用給湯器 ⑧冷凍冷蔵設備
④高性能ボイラ ⑨産業用モータ
⑤高効率ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ ⑩調光制御設備

＜生産設備＞
⑪工作機械 ⑭印刷機械
⑫ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ加工機械 ⑮ダイカストマシン
⑬プレス機械

申請単位で、「EMSの制御
効果と省エネ診断等による
運用改善効果」により、原
油換算量ベースで、省エネ
率2%以上を満たす事業

○申請要件

※設備更新後において、生産量が増加し、かつ、エネルギー消費効率が増加する事業に限る。
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【参考】先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金（各事業区分概要）

(A)先進事業 (B)オーダーメイド型事業 (C)指定設備導入事業 (D)エネマネ事業

設計費、設備費、工事費 設計費、設備費、工事費 設備費のみ 設計費、設備費、工事費

○補助対象経費

(A)先進事業 (B)オーダーメイド型事業 (C)指定設備導入事業 (D)エネマネ事業

中小企業者等：2/3以内
大企業：1/2以内

中小企業者等：1/2以内
大企業：1/3以内

（投資回収年数7年未満の事業）
中小企業者等：1/3以内
大企業：1/4以内

設備種別・性能（能力等）
毎に設定する定額の補助

中小企業者等：1/2以内
大企業：1/3以内

○補助率

(A)先進事業 (B)オーダーメイド型事業 (C)指定設備導入事業 (D)エネマネ事業

【上限額】15億円/年度
【下限額】100万円/年度

※複数年度事業の１事業当たりの上限額は、
30億円

【上限額】15億円/年度
【下限額】100万円/年度

※複数年度事業の１事業当たりの上限額は、
20億円。ただし、「連携事業」については30
億とする。

【上限額】1億円/年度
【下限額】30万円

※複数年度事業は認められない。

【上限額】1億円/年度
【下限額】100万円/年度

※複数年度事業の１事業当たりの上限
額は、1億円

○補助限度額
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省エネ最適化診断とは
・「省エネ最適化診断」は「省エネ診断」と「再エネ提案」で、エネルギー利用を最適化
するサービスです。

・エネルギーの専門家が、実際にビルや工場を診断し、省エネ取組みや、脱炭素化へ向け
てのアドバイスを行います。

・診断費用は国の補助事業のため、わずかなご負担でサービスを受けることができます。

【参考】令和３年度 省エネ最適化診断（概要）

※出典：一般財団法人省エネルギーセンターホームページ
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省エネ最適化診断（概要）

※出典：一般財団法人省エネルギーセンターホームページ
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 「省エネお助け隊」は、経済産業省資源エネルギー庁の「地域プラットフォーム構築事業」で採択
された地域密着型の省エネ支援団体です。

 中小企業の省エネ取組に対して現状把握から改善まで、きめ細やかなサポートをします。

省エネお助け隊の概要

連 携

省エネ支援事業者
(ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ)

経営専門家
(中小企業診断士等)

省エネ専門家
(ｴﾈﾙｷﾞｰ管理士等)

そのお悩み、省エネお助け隊にお任せください！

省エネお助け隊とは…

▶省エネ支援事業者や地域の専門家（省エネや経営の専門家）が
自治体や金融機関等と連携。中小企業からの相談内容や省エネ
の取組状況等に応じて、省エネや経営等の様々な分野の専門家
が幅広い支援を行います。

中小企業の皆様

自治体 省エネルギーセンター 金融機関
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【参考】令和３年度 省エネお助け隊一覧（関東経済産業局管内）
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＜令和２年度執行団体＞
一般社団法人 環境共創イニシアチブ

補助対象は、省エネルギー設備を新設・導入する事業を実施するための資金について、
指定された金融機関（指定金融機関）から新たに受ける融資

以下いずれかの要件を満たすこと

①エネルギー消費効率が高い省エネルギー
設備を新設・増設する事業

②省エネルギー設備等を新設・増設し、エ
ネルギー消費原単位が１％以上改善さ
れる事業

③データセンターのクラウドサービス活用やＥ
ＭＳの導入等による省エネルギー取組に
関する事業

＜利子補給対象事業＞ ＜利子補給率＞
貸付利率 1.1%以上の場合

1％以内
貸付利率 0.1%以上 1.1%未満の場合

貸付利率 ー 0.1％以内
例：貸付利率が 1.01% の場合･･･

利子補給率は 1.01 - 0.1= 0.91%以内

＜利子補給対象融資期間・利子補給金支払＞
利子補給期間 利子補給金支払
最大１０年間 年２回

【参考】令和３年度 省エネルギー設備投資に係る利子補給金公募概要

足利銀行、アルプス中央信用金庫、飯田信用金庫、伊予銀行、岩手銀行、上田信用金庫、
愛媛銀行、遠州信用金庫、大阪信用金庫、沖縄振興開発金融公庫、川崎信用金庫、
観音寺信用金庫、北九州銀行、君津信用組合、紀陽銀行、熊本銀行、桑名三重信用金庫、
群馬銀行、ぐんまみらい信用組合、甲府信用金庫、三十三銀行、四国銀行、静岡銀行、
七十七銀行、十八親和銀行、十六銀行、商工組合中央金庫、荘内銀行、常陽銀行、
新湊信用金庫、第四北越銀行、高岡信用金庫、高崎信用金庫、玉島信用金庫、筑邦銀行、
中国銀行、銚子信用金庫、筑波銀行、都留信用組合、東邦銀行、東北銀行、栃木銀行、
富 山 第 一 銀 行 、 長 野 銀 行 、 長 野 県 信 用 組 合 、 長 野 信 用 金 庫 、 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 、
日本政策投資銀行、八十二銀行、浜松磐田信用金庫、肥後銀行、百五銀行、百十四銀行、
広島銀行、福井銀行、福井信用金庫、福岡銀行、福岡中央銀行、北都銀行、北陸銀行、
北海道信用金庫、北國銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ銀行、
もみじ銀行、山形銀行、山口銀行、山梨中央銀行、りそな銀行、稚内信用金庫 .

参考：令和３年度 指定金融機関（72行） ※令和3年7月4日時点
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省エネの進め方と現場で役立つ着眼点：https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sho_energy/data/20210312book.pdf
説明動画：https://www.youtube.com/watch?v=BAYOouu-Kvg&list=PLcRmz7bR5W3lY4Ri5x28dV1SBQFJAufJo&index=21

 関東経済産業局では、中小企業が省エネを進めるためのポイントをまとめた「省エネの進め方と
現場で役立つ着眼点」と本パンフレットの内容を紹介した動画を作成

省エネの進め方と現場で役立つ着眼点

38



3．令和４年度概算要求
②災害時の強靱化関連
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導入イメージ
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地域マイクログリッド構築のてびき

 分散型エネルギーの概要、全体の構想検討、導入プランの実例などをまとめたガイドブッ
クにまとめています。

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/energy_resource/pdf/015_s01_00.pdf 50
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参考
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＜参考＞エネルギー広報・温暖化対策（メールマガジン 「エネマガ」）

 関東経済産業局ではエネルギーに関連する最新情報を掲載したメールマガジンを
配信（約3,８00名）

• エネルギーに関するセミナー等のイベント案内
• エネルギー・温暖化対策に関する補助金等の情報提供
• 週１回程度配信予定

関東経済産業局 メルマガ

◆お問合せ先◆

関東経済産業局 総合エネルギー広報室

TEL 048-600-0356
メール kanto-chiikiene@meti.go.jp

━━経済産業省関東経済産業局METI Kanto ━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2019/4/25号━━━
■今回のもくじ

◇ 平成31年度「水力発電関連補助事業」の公募について
【一般財団法人新エネルギー財団】

◇ 平成30年度補正予算「災害時にも再生可能エネルギーを供給力として稼働
可能とするための蓄電池等補助金（地域マイクログリッド構築支援事業）」
の公募期間の延長について
【一般社団法人環境共創イニシアチブ】
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【参考】エネルギー・温暖化対策に関する支援制度について

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/ene_koho/data/r3_energy_hojokin.pdf

 地域エネルギー推進課では、経済産業省だけではなく、環境省、国土交通省、農林水
産省、自治体の主な支援策を毎年とりまとめています。
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資源エネルギー庁及び環境省において、太陽光や風力、地熱等の再生可能エネルギーの
設備導入や調査・研究開発等に活用できる支援施策をまとめたガイドブックを作成

（参考）再生可能エネルギー事業支援ガイドブック（令和３年度支援メニュー抜粋版）

再生可能エネルギー事業支援ガイドブック：https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/data/guidebook_r03.pdf
54



関東経済産業局における地域エネルギーの推進（支援概要）
 基礎自治体や企業等が、再エネや水素等のエネルギーを活用して、持続可能な地域づくり（地

域課題解決、地域価値向上等）を目指す取組に対し、立ち上がり段階から伴走型で支援

 関係省庁、関係団体、有識者とのネットワークの強みを活かし、地域エネルギー振興に関するワン
ストップ窓口として、様々なオーダーに対応

 一般的な相談から有識者派遣、各省庁の施策活用提案などにより地域の課題に寄り添って支援
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「地域エネルギー」に関するお問い合わせをお待ちしています

関東経済産業局 地域エネルギー推進課
TEL 048-600-0355
担当：村尾 雄太 murao-yuta@meti.go.jp

【最寄駅からのアクセス】
・ＪＲ京浜東北線、上野・東京ライン(宇都宮・高崎線)

「さいたま新都心」駅 で下車、徒歩約５分
・ＪＲ埼京線

「北与野」駅で下車、 徒歩１０分

★さいたま新都心駅までは東京駅から直通２８分
（東京上野ライン）

★さいたま新都心駅までは大宮駅から直通３分
（京浜東北線）

〒330-9715 さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館8階

連絡先について

56

mailto:murao-yuta@meti.go.jp

	カーボンニュートラルに向けた国内外の動向と�R4概算予算要求状況について
	目次��1．カーボンニュートラルについて��2．カーボンニュートラルを巡る国内外の動向��3. 令和４年度概算要求
	１．カーボンニュートラルについて��
	カーボンニュートラルとは何か
	カーボンニュートラルとは何か
	スライド番号 6
	カーボンニュートラル実現に向けた取組の方向性
	２．カーボンニュートラルを巡る国内外の動向
	パリ協定・国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
	世界各国の動向
	カーボンニュートラルを巡る動向�①政府の動き
	地球温暖化対策推進法の改正
	エネルギー・産業政策
	スライド番号 14
	グリーン成長戦略（重点技術分野別の「工程表」の例）
	カーボンニュートラルを巡る動向�②産業の動き
	産業界の動向
	カーボンニュートラル宣言企業
	サプライチェーン全体での脱炭素化に向けた取引慣行の変化
	スライド番号 20
	環境省：脱炭素経営推進ガイドブック
	金融機関の動き
	3．令和４年度概算要求
	3．令和４年度概算要求�①省エネ関連
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	3．令和４年度概算要求�②災害時の強靱化関連
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	スライド番号 45
	導入イメージ
	スライド番号 47
	スライド番号 48
	スライド番号 49
	スライド番号 50
	地域マイクログリッド構築のてびき
	参考
	＜参考＞エネルギー広報・温暖化対策（メールマガジン　「エネマガ」）
	【参考】エネルギー・温暖化対策に関する支援制度について
	スライド番号 55
	関東経済産業局における地域エネルギーの推進（支援概要）
	連絡先について

